
議員提出第１２号 

議会活性化調査特別委員会設置に関する決議 

吉川市議会会議規則第１３条の規定により、上記決議書を別紙のとおり

提出する。 
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吉川市議会議長  互  金 次 郎 様 

 

提 案 理 由  口 頭  



      議会活性化調査特別委員会設置に関する決議 

 

次のとおり、議会活性化調査特別委員会を設置するものとする。 

 

 

記 

 

 

１ 名   称  議会活性化調査特別委員会 

 

２ 設置の根拠  地方自治法第１０９条及び吉川市議会委員会条例第６条 

 

３ 目   的  より市民に開かれた議会を目指し、議会の活性化を推進する

ための調査検討を行う 

 

４ 委員の定数  ５人及び正副議長 

 

５ 調査の期間  特別委員会設置の日から調査検討終了までとする 

 

 

 

 


